
JP 2011-526892 A5 2012.8.9

10

20

30

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成24年8月9日(2012.8.9)

【公表番号】特表2011-526892(P2011-526892A)
【公表日】平成23年10月20日(2011.10.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-042
【出願番号】特願2011-516339(P2011-516339)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/7088   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/713    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  48/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ  45/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/7088  ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｋ  35/12    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １２１　
   Ａ６１Ｐ  27/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  27/06    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/713   　　　　
   Ａ６１Ｋ  48/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｄ
   Ａ６１Ｋ  35/28    　　　　
   Ａ６１Ｋ  35/44    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月20日(2012.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者において眼疾患を治療する又は予防するための医薬組成物であって、ｉ）細胞、
及びｉｉ）血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）シグナル伝達を破壊する化合物を含む、前記医
薬組成物。
【請求項２】
　眼疾患が、網膜虚血、網膜炎症、網膜浮腫、網膜剥離、黄斑円孔、牽引性網膜症、硝子
体出血、牽引性黄斑症、糖尿病性網膜症、糖尿病性黄斑浮腫、未熟児網膜症、黄斑変性、
角膜移植片拒絶反応、血管新生緑内障、水晶体後線維増殖症及び／又はルベオーシスから
なる群より選択される、請求項１に記載の医薬組成物。
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【請求項３】
　眼疾患が、網膜剥離、糖尿病性網膜症、未熟児網膜症及び／又は黄斑変性である、請求
項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　黄斑変性が、萎縮型加齢黄斑変性又は滲出型加齢黄斑変性である、請求項３に記載の医
薬組成物。
【請求項５】
　被験者において血管新生関連疾患を治療する又は予防するための医薬組成物であって、
ｉ）細胞、及びｉｉ）血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）シグナル伝達を破壊する化合物を含
む、前記医薬組成物。
【請求項６】
　血管新生関連疾患が、血管新生依存性癌、良性腫瘍、関節リウマチ、乾癬、眼血管新生
疾患、オスラー－ウェーバー症候群、心筋血管新生、プラーク新生血管形成、毛細血管拡
張症、血友病性関節症、血管線維腫、創傷肉芽形成、腸管癒着、アテローム性動脈硬化症
、強皮症、過形成性瘢痕、ネコ引っ掻き病及びヘリコバクターピロリ（Helicobacter pyl
ori）潰瘍からなる群より選択される、請求項５に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　細胞が幹細胞又はその子孫細胞である、請求項１から６のいずれか一項に記載の医薬組
成物。
【請求項８】
　幹細胞が骨髄又は眼から得られる、請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　幹細胞が間葉系前駆細胞（ＭＰＣ）である、請求項７又は８に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　間葉系前駆細胞が、ＴＮＡＰ＋、ＳＴＲＯ－１＋、ＶＣＡＭ－１＋、ＴＨＹ－１＋、Ｓ
ＴＲＯ－２＋、ＣＤ４５＋、ＣＤ１４６＋、３Ｇ５＋又はそれらの任意の組合せである、
請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　ＳＴＲＯ－１＋細胞の少なくとも一部がＳＴＲＯ－１ｂｒｉである、請求項１０に記載
の医薬組成物。
【請求項１２】
　子孫細胞が、間葉系前駆細胞をインビトロで培養することによって得られる、請求項７
から１１のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　化合物が、血管内皮増殖因子に結合する、及び／又は血管内皮増殖因子の産生を低下さ
せる、請求項１から１２のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　血管内皮増殖因子がＶＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧＦ－Ｂ、ＶＥＧＦ－Ｃ及び／又はＶＥＧＦ－
Ｄである、請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　血管内皮増殖因子がＶＥＧＦ－Ａである、請求項１４に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　血管内皮増殖因子の産生を低下させる化合物が、低酸素誘導因子１（ＨＩＦ－１）に結
合する、及び／又は低酸素誘導因子１の産生を低下させる、請求項１３から１５のいずれ
か一項に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　化合物が、血管内皮増殖因子受容体に結合する、及び／又は血管内皮増殖因子受容体の
産生を低下させる、請求項１から１２のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　血管内皮増殖因子受容体が、ＶＥＧＦＲ１、ＶＥＧＦＲ２及び／又はＶＥＧＦＲ３から
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選択される、請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　血管内皮増殖因子受容体がＶＥＧＦＲ１及び／又はＶＥＧＦＲ２である、請求項１８に
記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　化合物が、血管内皮増殖因子受容体に結合する血管内皮増殖因子によって誘導される細
胞内シグナル伝達に関与する分子に結合する、及び／又は前記分子の産生を低下させる、
請求項１から１２のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項２１】
　化合物がポリペプチドである、請求項１から２０のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
　ポリペプチドが、抗体、抗体関連分子、及び／又はそのいずれか１つのフラグメントで
ある、請求項２１に記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　化合物がポリヌクレオチドである、請求項１から２０のいずれか一項に記載の医薬組成
物。
【請求項２４】
　ポリヌクレオチドが、アンチセンスポリヌクレオチド、センスポリヌクレオチド、触媒
ポリヌクレオチド、二本鎖ＲＮＡ分子、又はそれらのいずれか１つ又はそれ以上をコード
するポリヌクレオチドである、請求項２３に記載の医薬組成物。
【請求項２５】
　細胞の少なくとも一部が遺伝的に修飾されている、請求項１から２４のいずれか一項に
記載の医薬組成物。
【請求項２６】
　被験者において眼疾患を治療する又は予防するための併用療法における使用のための薬
剤を製造するための、細胞及びＶＥＧＦシグナル伝達を破壊する化合物の使用。
【請求項２７】
　被験者において眼疾患を治療する又は予防するための併用療法における使用のための薬
剤としての、細胞及びＶＥＧＦシグナル伝達を破壊する化合物の使用。
【請求項２８】
　被験者において血管新生関連障害を治療する又は予防するための併用療法における使用
のための薬剤を製造するための、細胞及びＶＥＧＦシグナル伝達を破壊する化合物の使用
。
【請求項２９】
　被験者において血管新生関連障害を治療する又は予防するための併用療法における使用
のための薬剤としての、細胞及びＶＥＧＦシグナル伝達を破壊する化合物の使用。
【請求項３０】
　細胞及びＶＥＧＦシグナル伝達を破壊する化合物、並びに、場合により医薬的に許容さ
れる担体を含有する組成物。
【請求項３１】
　細胞及びＶＥＧＦシグナル伝達を破壊する化合物を含むキット。
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